
 

 

議案第85号 

 

令和４年度幕別町簡易水道特別会計補正予算（第２号） 

 

令和４年度幕別町の簡易水道特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,810千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ524,190千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

 （債務負担行為） 

第２条 債地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

「第２表 債務負担行為」による。 
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款 項

（単位：千円）

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

 5 繰  越  金

          歳　　　　　　　　入

 1 繰  越  金

合　　　　　　　　計

          7,910          7,810            100

        516,380

          7,810

          7,810

          7,910

        524,190

補 正 前 の 額 補 正 額 計

            100
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款 項

（単位：千円）
　歳　出

 1 水  道  費

          歳　　　　　　　　出

 1 水道事業費

合　　　　　　　　計

        524,090          7,810        516,280

        516,380

          7,810

          7,810

        524,090

        524,190

補 正 前 の 額 補 正 額 計

        516,280
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　第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事                            　　　         項 期       間 限      度      額

簡易水道施設管理業務委託料
自　令和５年度 54,450千円に消費税及び地方消費税を加算し

た額至　令和７年度
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目
節

区 分 金 額
説 明

(款) 5 繰  越  金                          (項) 1 繰  越  金

         計                100       7,810        7,910

   1繰  越  金             100       7,810        7,910    1繰  越  金            7,810    1 繰越金                                               7,810

歳  入

補正前の額 補  正  額     計    

（単位：千円）
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目

節

区 分 金 額
説 明

(款) 1 水  道  費                       (項) 1 水道事業費

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 道

支 出 金
地 方 債 そ の 他

一般財源

  1一般管理費     516,280      7,810     524,090      7,810 10 需  用  費      3,806

 12 委  託  料

 15 原材料費

     1,150

     2,854

                            7,810

 10 需用費                  3,806

  14 燃料費（軽油）           203

  22 水道料                   379

  40 修繕料                 3,224

 12 委託料                  1,150

   1 簡易水道施設管理委託料

 15 原材料費                2,854

   1 補修用資材             2,854

      計          516,280      7,810     524,090      7,810

歳  出

 ◎ 簡易水道施設維持管理事業

補正前の額 補 正 額 計

（単位：千円）
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